
佐賀市公告第２４２号 

 

総合評価落札方式特別簡易型による条件付一般競争入札を執行するので、地方自治

法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６及び第１６７条の１０の２第６

項並びに佐賀市財務規則（平成１７年佐賀市規則第６２号）第８４条の規定により次

のように公告する。 

 

令和７年１０月２８日 

 

佐賀市長 坂 井 英 隆 
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案件番号 第５０７１０００４０８号 

工事名 市道川副中央幹線２号函渠設置工事 

工事の概要 道路改良工事一式 

工事場所 佐賀市北川副町大字新郷地内 

予定工期 契約締結の日から令和８年３月１９日まで 

予定価格 事後公表 

低入札調査基準価格 有 

議会の議決 不要 

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

 
業種・等級 

佐賀市における令和７・８年度入札参加資格審査の結

果、土木一式工事の等級が、Ｓ級に認定されているこ

と。 

地域要件等 佐賀市内に本店を有していること。 

手持工事件数 

佐賀市が発注した工事（佐賀市総務部契約監理課を契

約窓口として発注した工事で、その種類が土木一式の

ものに限る。）の手持工事（落札者に決定してから成

工検査に係る完成通知書を提出するまでの間にある工

事をいう。以下同じ。）の件数が１件以内であるこ

と。ただし、次に掲げる工事は、手持工事の件数に含

めない。 

(1) 指名競争入札又は随意契約により発注した工事 

(2) 災害復旧工事 

(3) 特定建設工事共同企業体を要件として発注した工事 

(4) 上記(1)から(3)までのほか、佐賀市手持工事数に

よる入札参加制限に係る基準（令和７年４月１日施

行）第６条第４号から第６号までに規定する工事 



入札参加申請の必要書類

及び提出方法等 

(1) 入札参加申請の必要書類 

ア 入札参加資格確認書（総合評価落札方式特別簡

易型） 

イ 総合評価落札方式に伴う提出資料一覧表（総合

評価様式第１号） 

ウ  同種工事の施工実績調書（総合評価様式第２

号） 

エ 工事成績評定点調書（総合評価様式第３号） 

オ 配置予定技術者調書（総合評価様式第４号） 

カ 佐賀市災害ボランティア協定団体への登録調書

（総合評価様式第５号） 

キ 手持工事量比率に関する調書（総合評価様式第

６号） 

ク ウ及びオに掲げる書類に関する実績に係る一般

財団法人日本建設情報総合センターの工事実績情

報サービス（ＣＯＲＩＮＳ）による工事実績情報

システムデータの写し、当該実績に係る工事の請

負契約書の写し又は当該実績を証明する書類等の

写し 

(2) 必要書類の提出方法 

ア (1)アに掲げる書類 

入札参加申請期間内に、電子入札システムによ

り提出すること。 

イ (1)イからクまでに掲げる書類 

(ｱ) 提出方法 

郵便法（昭和２２年法律第１６５号）に規定

する書留（一般書留又は簡易書留に限る。）で

提出すること。直接持参その他の方法による提

出は認めない。 

(ｲ) 提出期限 

令和７年１１月１３日（木）必着 

(ｳ) 提出先 

郵便番号８４０－８５０１ 

佐賀市栄町１番１号 

佐賀市総務部契約監理課 

総合評価に関する事項 

(1) 評価項目及び評価基準 

別記「落札者決定基準」における各評価項目の評

価基準に基づき評価するものとする。 

(2) 総合評価（落札者決定）の方法 

ア 入札参加資格のある入札者全てに基礎点（１００

点）を与え、さらに(1)の規定による評価により

０点から１１．５点までの範囲で加算点を加えた

もの（以下「技術評価点」という。）を当該入

札者の入札価格で除して得られた数値（定数

（１０，０００，０００）を乗じ、小数点以下６

桁目を切り捨てるものとする。以下「評価値」と

いう。）の最も高い者を落札者とする。ただし、 



評価値が最も高い者が２人以上あるときは、くじ

により落札者を決定する。 

（算出式） 技術評価点＝基礎点（１００点）＋

加算点（０点～１１．５点） 

評価値＝技術評価点／入札価格 

イ 低入札調査対象入札者があった場合は、落札者

の決定を保留し、一般競争入札に係る低入札価格

調査実施要領（令和元年７月３日施行）で規定す

る必要な調査を行ったうえで、落札者を決定す

る。 

ウ 低入札調査対象入札者は、落札者に決定されな

い場合がある。 

入札参加申請期間 

令和７年１０月２９日（水）午前９時から 

令和７年１１月１３日（木）午後４時まで 

※佐賀市の休日に関する条例（平成１７年佐賀市条例

第２号）第１条に規定する市の休日を除く。 

入札参加資格の確認等 

令和７年１１月１４日（金）までに電子入札システム

により通知する。 

※入札参加資格がないと認めた者については、その理

由を付して通知する。 

設計図書等の交付場所 入札情報公開システム上 
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質問期限 令和７年１１月１２日（水） 

質問先 
佐賀市建設部道路整備課 

ファクシミリ番号 ０９５２－４０－７３８７ 

回答方法 
令和７年１１月１４日（金）午前９時から佐賀市役所

（建設部道路整備課）において公表する。 

入札を行える期間 
令和７年１１月１７日（月）午前９時から 

令和７年１１月１９日（水）午後４時まで 

開札を行う日時 令和７年１１月２１日（金）午後１時３０分 

開札を行う場所 佐賀市栄町１番１号 佐賀市総務部契約監理課 

問
合
せ
先

 

公告の内容に

関すること。 

佐賀市栄町１番１号 佐賀市総務部契約監理課 

電話 ０９５２－４０－７１５２ 

工事の概要に

関すること。 

佐賀市栄町１番１号 佐賀市建設部道路整備課 

電話 ０９５２－４０－７１７６ 

その他必要な事項 令和７年２月４日付け佐賀市公告第２４号による。 



別記 

 

落札者決定基準 

 

評価項目 配点 評価基準 評価点 

【企業の施工能力】 ４．０   

同種工事の施工実績 

国内における公共工事で過去

１５年間の同種工事（注１）

を元請として施工した実績

（共同企業体の構成員として

の実績を含む。）（注２） 

２．０ 公共工事での施工実績が４件 

以上 
２．０ 

公共工事での施工実績が３件 １．５ 

公共工事での施工実績が２件 １．０ 

公共工事での施工実績が１件 ０．５ 

公共工事での施工実績なし ０．０ 

工事成績 

佐賀市発注の土木一式工事に

おける過去２年間の工事成績

評定点（注３）の平均点（共

同企業体の構成員としての実

績を含む。） 

２．０ ８１点以上 ２．０ 

７８点以上８１点未満 １．５ 

７５点以上７８点未満 １．０ 

７２点以上７５点未満 ０．５ 

７２点未満 

（工事成績なしを含む。） 
０．０ 

【配置予定技術者の能力】 ４．０   

同種工事の施工経験 

国内における公共工事で過去

１５年間の同種工事（注１）

の元請としての技術資格を有

する施工経験（共同企業体の

構 成 員 と し て の 実 績 を 含

む。）（注２） 

３．０ 

 
主任（監理）技術者又は現場代

理人としての公共工事での施工

経験が３件以上 

３．０ 

主任（監理）技術者又は現場代

理人としての公共工事での施工

経験が２件 

２．０ 

主任（監理）技術者又は現場代

理人としての公共工事での施工

経験が１件 

１．０ 

上記以外 ０．０ 

配置予定技術者の資格 １．０ 
１級土木施工管理技士又は１級

建設機械施工管理技士若しくは

建設部門の技術士の資格あり 

１．０ 

上記以外 ０．０ 

【地域貢献】 １．０   

佐賀市災害ボランティア協定

団体への登録 

１．０ 登録あり １．０ 

登録なし ０．０ 



【手持工事】 ２．５   

土木一式の手持工事（注４） 

 

１．０ ０件 １．０ 

１件 ０．０ 

手持工事量比率（Ａ） 

佐賀市発注の土木一式工事に

おける当該年度の受注額（注

５）÷佐賀市発注の土木一式

工事における過去３年間の平

均受注額（注６） 

１．５ Ａ＜０．２５ １．５ 

０．２５≦Ａ＜０．７５ １．０ 

０．７５≦Ａ＜１．２５ ０．５ 

１．２５≦Ａ 

（佐賀市発注の土木一式工事に

おける過去３年間の平均受注額

（ 注 ６ ） が ０ 円 の 場 合 を 含

む。） 

０．０ 

【配点合計】 １１．５   

（注１） この落札者決定基準において、「同種工事」とは、国又は地方公共団体か

ら受注した道路改良工事で、最終請負金額が３，０００万円以上のものとす

る。 

（注２） この落札者決定基準において、「共同企業体の構成員」として認められる

ものは、出資比率２０％以上に限る。 

（注３） この落札者決定基準において、「工事成績評定点」とは、一般競争入札に

より発注した同一工種の佐賀市（佐賀市上下水道局を含む。）発注工事の

評定点とする。 

（注４） この落札者決定基準において、「手持工事」とは、佐賀市が発注した工事

（佐賀市総務部契約監理課を契約窓口として発注した工事で、その種類が

土木一式のものに限る。）で、落札者に決定してから成工検査に係る完成

通知書を提出するまでの間にある工事の件数を対象とする。ただし、次に

掲げる工事は、手持工事の件数に含めない。 

(ｱ) 指名競争入札又は随意契約により発注した工事 

(ｲ) 災害復旧工事 

(ｳ) 特定建設工事共同企業体を要件として発注した工事 

(ｴ) 上記(ｱ)から(ｳ)までのほか、佐賀市手持工事数による入札参加制限に

係る基準（令和７年４月１日施行）第６条第４号から第６号までに規定

する工事 

（注５） この落札者決定基準において、「当該年度の受注額」とは、一般競争入札

により発注した同一工種の佐賀市（佐賀市上下水道局を含む。）発注工事

で、令和７年４月１日からこの入札の開始時間前までの間に開札があるも

のの当初契約金額の合計額とする。なお、共同企業体の構成員としての当

初契約金額は、出資比率を乗じて算出した額（１円未満切捨て）とする。 

（注６） この落札者決定基準において、「過去３年間の平均受注額」とは、一般競



争入札により発注した同一工種の佐賀市（佐賀市上下水道局を含む。）発

注工事で、令和４年４月１日から令和７年３月３１日までの間に開札があ

ったものの当初契約金額の合計額を３で除した額（１円未満切捨て）とす

る。なお、共同企業体の構成員としての当初契約金額は、出資比率を乗じ

て算出した額（１円未満切捨て）とする。 

 


